
◎
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
一
二
月
三
日
法
律
第
八
五
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
二
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働

委
員
会

）

○
舛
添
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
児
童
福
祉
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
の
理
由
及
び
内
容
の
概
要

を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
、
児
童
虐
待
等
の
問
題
に
か

ん
が
み
、
次
代
の
社
会
を
担
う
す
べ
て
の
子
供
が
健
や
か
に
生
ま
れ
、
か

つ
、
育
成
さ
れ
る
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
の
充
実
、

要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
強
化
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
主
の

取
り
組
み
の
強
化
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
総
合
的
な
次
世
代

育
成
支
援
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第

で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
主
な
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。

第
一
に
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
の
充
実
で
あ
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
質
を
確
保
し
つ
つ
事
業
の
普
及
促
進
を
図
る
た
め
、
乳
児

家
庭
全
戸
訪
問
事
業
、
養
育
支
援
訪
問
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事

業
、
一
時
預
か
り
事
業
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
を
児
童
福
祉
法
に
位
置
づ

け
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
に
よ
る
指
導
監
督
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。

第
二
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
強
化
で
あ
り
ま
す
。

養
子
縁
組
を
前
提
と
し
な
い
養
育
里
親
の
制
度
化
等
の
里
親
制
度
の
見

直
し
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
の
創
設
な
ど
、
要
保
護
児
童
に
対

す
る
家
庭
的
環
境
に
お
け
る
養
育
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。ま

た
、
児
童
養
護
施
設
の
職
員
等
が
入
所
児
童
等
に
対
し
て
行
う
被
措

置
児
童
等
虐
待
に
つ
い
て
通
告
義
務
を
設
け
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
は

通
告
等
を
受
け
た
と
き
は
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま

す
。第

三
に
、
地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
主
の
取
り
組
み
の
強
化
で
あ
り
ま

す
。地

方
公
共
団
体
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
行
動
計
画
に
お
い

て
保
育
の
実
施
の
事
業
等
に
係
る
目
標
等
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
の
参
酌

標
準
を
国
に
お
い
て
設
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
事
業
主
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
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策
定
等
の
義
務
づ
け
の
範
囲
の
拡
大
、
当
該
計
画
に
つ
い
て
策
定
等
の
義

務
が
課
せ
ら
れ
る
一
般
事
業
主
に
対
す
る
公
表
及
び
労
働
者
へ
の
周
知
の

義
務
等
を
規
定
し
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、
一
部
を
除
き
平
成
二
十
一
年
四

月
一
日
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告

（
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
四
日
）

○
田
村
憲
久
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
児
童
福
祉
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経

過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う
す
べ
て
の
子
供
が
健
や
か
に
生
ま
れ
、

か
つ
、
育
成
さ
れ
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
、

第
一
に
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
の
充
実
を
図
る
た
め
、
乳
児
家

庭
全
戸
訪
問
事
業
及
び
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
法
律
上
位
置
づ
け
る
こ

と
、

第
二
に
、
要
保
護
児
童
等
に
対
す
る
支
援
の
強
化
を
図
る
た
め
、
養
子

縁
組
を
前
提
と
し
な
い
養
育
里
親
の
制
度
化
及
び
小
規
模
住
居
型
児
童
養

育
事
業
の
創
設
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童
養
護
施
設
の
入
所
児
童
等
に
対

す
る
虐
待
を
防
止
す
る
た
め
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
、

第
三
に
、
次
世
代
育
成
支
援
の
強
化
を
図
る
た
め
、
事
業
主
行
動
計
画

の
策
定
の
義
務
づ
け
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と

等
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
十
一
月
十
一
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
十
二
日
舛

添
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
本
日
採
決
を
行
っ

た
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決

し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告

（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
六
日
）

○
岩
本
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、

厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
、
児
童
虐
待

等
の
問
題
に
か
ん
が
み
、
次
代
の
社
会
を
担
う
す
べ
て
の
子
供
が
健
や
か

に
生
ま
れ
、
か
つ
育
成
さ
れ
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
、
子
育
て
支
援
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の
充
実
、
要
保
護
児
童
に
対
す
る
家
庭
的
環
境
に
お
け
る
養
育
の
充
実
、

地
方
公
共
団
体
及
び
事
業
主
の
取
組
の
強
化
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
次
世
代
育
成
支
援
策
の
推
進
、
家
庭
的
保

育
に
お
け
る
質
の
確
保
の
必
要
性
、
社
会
的
養
護
の
充
実
強
化
、
児
童
虐

待
の
現
状
及
び
そ
の
防
止
策
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
二
五
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
社
会
的
養
護
を
担
う
人
材
の
確
保
と
そ
の
質
の
強
化
を
図
る
こ
と
。

二
、
児
童
養
護
施
設
等
で
生
活
す
る
児
童
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
十
分
に
確

保
で
き
る
よ
う
、
施
設
整
備
の
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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